
平成28年度たつの市地域公共交通会議委員名簿
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市民団体代表

市民団体代表

市民団体代表

市民団体代表

市民団体代表

市民団体代表

市民代表

市民代表

市民代表

市民代表

交通恥業者職員

交通聯業者轍員

交通恥業者轍、

公差社岡法人兵蹴県バス協会の術
名する将

交通1F薬者職員雑一般社団法人兵
駆県タクシー協会の指戦する巻

一般蛾合旅客自勤班運送郡業考の
蛎柔剛自帥】肱の迩娠巻が細雌する
団体の稀名する考

国土交通
理部兵服

近
運
省
陸
畿迎輸局神戸運輸監
部長の描名する巻

国土交通省近畿地方塾臨局姫蹄河
川国遊事務所長の指名する肴

兵庫県西播鵬県
所長の桁名する

民局脳野土木郡務
者

兵庫卯関係行政概関轍員

兵肱県たつの警察署長の指
名する者

交通会雛の迎営に必要と脇
める者

たつの市関係槻側峨貝

たつの市関係機関職風

たつの市IV;係棚関轍艮
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たつの市連合自治会

たつの市連合婦人会

たつの市老人クラブ連合会

たつの市観光協会

たつの市商工会

たつの市I'TA協議会

公募委員（龍野）、

公募委員（新宮）

公募委員（揖保川）

公藤委員（御津）

神姫バス株式会社姫路世業所

株式会社ウエスト抑姫

西日本旅客鉄遊株式会社
近畿統括本部仲戸支社

公益社団法人兵服蝿バス協会

一般社団t
(株式会ド

神姫バス労働組合

国土交通櫛神戸運輸監理部
兵服陸運部輸送部門

国土交通省近畿地方整備局
姫路河川国道難務所道路管理第二課

兵服県西撒磨県民局
龍野土木恥務所

兵服県西柵磨県民局
光都土木耶務所

たつの響察署

たつの市雛会

たつの市

たつの市雌厳禰祉部

たつの市都市建設部

人兵服県タクシー協会
：雌好タクシー）

役職

副会長

剛会長

会長

副会長

副会長

剛会長
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所 長

業務部畏

総務企剛馴長

務理郡

西描支部長
11t濫敢岸繊uIi】

剛執行蚕艮艮

首臓迩輸
企画岬門官

課長

所長

所長補佐
(企廃義艶側弓1

交通課長

総溺生活

術任委員会
漁園長

､ﾘ市長

部長

部長

【
氏名

寺田勝

山本他美

重本文夫

飯田健人

金浄信溌

今岡佐苗

藤輪邦男

寺浄利香

西口小夜子

壕本敏昭

魚谷棚

村上正弘

岩崎隙利

中湖秀明

熊測秀夫

騰元忠

吉本道明

米村克己

樋口和夫

田口司

山本晋也

三木浩一

小西千之

井上(ill史

藤原昌則

考‘｜



(収入）

款

負担金

補助金

委託金

繰越金

諸収入

(支出）

款

運営費

事業費

返還金

予備費

平成28年度たつの市地域公共交通会議歳入歳出補正予算書

区分

項 目

負担金 負担金

補助金 補助金

委託金 委託金

繰越金 繰越金

諸収入 雑入

計

区分

項 目

会議費 会議費

事務費 事務費

事業費 事業費

返還金 返還金

予備費 予備費

計

当初予算額 補正額

26,562,000 34;200,000

0 0

0 0

2,748,306 0

694 0

29,311,000 34,200,000

当初予算額 補正額

545,000 0

け

3,561,000 0

25,205,000 34,200,000

0 0

0 0

29,311,000 34,200,000

-2-

補正予算額

60,762,000

0

0

2,748,306

694

63,511,000

･補正予算額

545,000

3,561,000

59,405,000

0

0

63,511,000

(単位:円）

説明

たつの市負担金

前年度繰越金

預金利息

(単位:円）

説明

委貝出席謝礼

会長9,100円×1人×6回=54,600円

委員8,600円×15人×3回=387,000円

WG委負8,6㈹円×4人×3回=103,200円

旅扮52,400円

那務用品400,000円

会継賄30,000円

印刷製本費1,000,00011]

郵券料2,000.000円

危話料金78,000円

デマンド運行実柾実験業務

期間:平成29年1月～3月

地域:新宮地域･御津地域

運行委舵4,051,200円

予約システム2,229,600円

オペレーター雇用(3人)2,100,000円

車両購入補助(12台)42,000.000円

車両ラッピング(12台)3,600.000円

乗降ポイント表示300,000円

地域公共交通網形成計画作成東務啓託S,124,000円
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路線バス大浦網干港線の運行時間及び運行ルートの変更(案）

「軍百司

二二コ

【変更前】

↓
【変更後】

『~司

【変更前】

早
【変更後】

-3-
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報干港→ ■■~■■■q■■

画
』Ｉ 車

Ｉ
↓

一
一 －

１ 男 病院→室 t→大ラ

便 網干港 山電網干 日触 市民病院 釜屋 新町 ロ津中牢枚蘭 岩見 室津 大浦

①
ー 7:13 7:22 7:30 7:34 → 7:38 7:39 7:46 7:49

② 8:35 8:37 → 8:44 8:48 → 8:50 8:53 9:00 9:03

③ 11:30 11:32 一 11:39 1143 → 1145 1148 1155 1158

④ 1330 13:32 一 1339 1343 → 1345 1348 1355 1358

⑤ 15” 15:02 一 1509 1513 → 1515 1518 1525 1528

⑥ 1608 16:10 → 1617 1621 一 1623 1626 1633 1636

⑦ 1925 19:27 一 1934 1938 一 1940 1943 1950 1953

便 網干港 山竃網干 日触 市民病院 釜屋 新町 御津中学杖酋 岩見 室津 大浦

① － 7:13 7:22 7:30 7:34 一 7:38 7:39 7:46 7:49

② 一 8:18 一 825 デマンド交通

③ 9:16 9:18 一 925 デマンド交通

④ 11:16 11:18 一 11:25 デマンド交通

⑤ 1316 1318 一 1325 デマンド交通

⑥ 1416 1418 一 1425 デマンド交通

⑦ 1516 15:18 一 1525 デマンド交通

⑧ 1616 16:18 一 1625 デマンド交通

⑨ 1925 19:27 一 1934 19:381一19:4019:4319:5019:53

大浦→室津→ 何民病院.→ li電網干→網干

便 大浦 室津 岩見 ■津中邦蘭 新町 釜屋 市民病院 日触 山電網干 網干港

① 6:叩 6:03 6:10 6:13 6:15 一 一 一 6:21 ■■■■

② 800 8:03 810 813 → 8:15 8:19 一 827 8:29

③ 910 9:13 920 923 一 9:25 9:29 一 936 9:38

④ 1240 1243 1250 1253 一 12:55 12:59 → 13:06 13:08

⑤ 1410 1413 1420 1423 一 1425 1429 一 1436 1438

⑥ 1640 1643 1650 1653 一 1655 1659 17;08 1715 1717

⑦ 1708 1711 1718 1721 一 1723 1727 17:36 1744 1746

便 大浦 室津 岩見 ”中邦冨 新町 釜屋 市民富院 日触 山1
■一一

L弔一r
b 網干港

① 6:00 6:03 6:10 6:13 6:15 一 → 一 6:21 一

② デマンド交通 8:35 一 8:44 8:46

③ デマンド交通 9:35 → 9:44 9846

④ デマンド交通 11:35 一 11:44 11:46

⑤ デマンド交通 1335 一 1344 1346

⑥ デマンド交通 1435 一 1444 1446

⑦ デマンド交通 1535 一 1544 1546

⑧ デマンド交通 1635 一 1644 1646

⑨ 16:40 16:43 16:50 16:53 一 16:55 1659 17:08 1715 1717

⑩ 17:08 17:11 17:18 17:21 一 17:23 1727 17:36 1744 1746



｢王曜目司

二二コ

【変更前】

争
【変更後】

管一一司

【変更前】

号
一

【変更後】
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１R千 巷→ 』1ft■ 干→ 二垂厚→胃 曽

二 §→大）

便 網干港 山危網干 日触 市民病院 釜屋 新町 御津中学校蘭 岩見 室津 大浦

① 4■■■■ 7:13 7:22 7:30 7:34 → 7:38 7:39 7:46 7:49

② 8:18 8:20 → 8:28 8:32 → 8:34 8:37 8:44 8:47

③ 11:40 11:42 一 11:49 11:53 → 1155 1158 1205 1208

④ 1608 1610 → 1617 1621 → 1623 1626 1633 1636

⑤ 18:33 1835 → 1843 18:47 → 18:49 1852 18:59 1902

便 網干港 山1t綱干 日触 市民寮院 釜屋“ 弓新町
『
一

一一■F一一 岩見
．
■
２
．

屯 大浦

① 1■■■■ 7:13 7:22 7:30 7:34 → 7:38 7:39 7:46 7:49

② ー 818 一 825 デマンド交通

③ 9:16 918 → 925 デマンド交通

④ 11:20 11:22 一 11:29 デマンド交通

⑤ 1318 1320 一 1327 デマンド交通

⑥ 1518 1520 一 1527 デマンド交通

⑦ 1833 1835 一 1843 18:471一’18:49118:52118:59119:02

天》 ＄ →室 r →・帝犀醐雷碍一りI111■名田千一b鋼干

便 大浦 室津 岩見 脚津中軸蘭 新町 釜屋 市民病院 日触 山庖網干 網干港

① 6:30 6:33 6:40 6:43 6:45 一 一 → 6:51 一

② 755 758 805 8:08 一 8:10 8:14 一 822 8:24

③ 905 908 915 9:18 一 9:20 9:24 一 931 9:33

④ 12:45 12:48 12:55 12:58 一 13:00 13:04 → 13:11 13:13

⑤ 16:40 16:43 16:50 16:53 一 16:55 16:59 17:08 17:15 17:17

便 大浦
９
二 :津 岩見 ”中一貫 新町 釜屋 市民病院 日触 山竃網千 網干港

① 6:30 6:33 6:40 6:43 6:45 一 一 一 6:51 1■■■■

② デマンド交通 8:30 一 839 8:41

③ デマンド交通 9:30 一 939 9:41

④ デマンド交通 11:35 → 11:44 11:46

⑤ デマンド交通 1335 一 1344 1346

⑥ デマンド交通 1535 → 1544 1546

⑦ 16:40116:43116:50116:531→’16:55 1659 17:08 1715 1717



デマンド交通市外在住利用対象者及び利用料金（案）

たつの市デマンド交通運行事業に係る市外在住の利用対象者及び利用料金について

は、下記のとおりとします。

利用対象者 利用料金

①
小学校就学前の児童を引率する目的のために同

乗する保護者

②
身体障害者手帳の交付を受けている者を介助す

る目的のために同乗する者

③

④

療育手帳の交付を受けている者を介助する目的

のために同乗する者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

を介助する目的のために同乗する者

たつの市民と同じ料金区分

⑤
要介護認定を受けている者を介助する目的のた

めに同乗する者

⑥
要支援認定を受けている者を介助する目的のた

めに同乗する者

⑦ 観光客等の市外在住者（御津区域のみ） 全ての方が400円

－5－
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コミュニティバス南北連結ルート運行時間及び運行ルートの変更(案）

しんぐう総合センター＝新舞子’
F一蔚司… 巨星］庁薪

主
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一
一
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系統瀞号

しんぐう建合センター

新郁

播冊

蒋蹴野北高枝

砂 子

秀野原

八威垣鋼院前

砿 部

船波

両崎

粟灘崎公圧航前

亜弼崎南

苫田

島田『

蹴野亜中学校前

日 飼

太電野駅

※堂・本

※はつらつセンター前

※ 四筋

※市役所前

田野纏璽鐘

川原町

日山

兵庫倶篭野庁舎前

市役所葡

半田

町厩北口

町麗

野田譜

所在家

所在家砺

アクアホール前

担保川聡合支所

拠促川公民館北

神戸北u』

ひぱりケ丘

唖野駅

山津圃北

山漣阿旧

河内中央

袋尻

市坦

栄町西

御津保宵月

中島郵便月

市民詞醗

新日

御津文化センター

闘津小学枝

西塞塵

照闘

新貢平口

新寓子

公民館

Y新宮駅

-『1

7:31

7:33

7:39

1

7:42

7843

7:43

7:44

7:45

7:47

7:50
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7;52

7353

7853

8:00

』

』

』

』

』

1

1

B:03

8:04

8:08

8:08

8:09

8:09

B:10

B:11

B:13

8:13

8:14

8:15

8:15

8:18

8:19

B:20

8:25

8826

8:27

8:30

8:31

8:32

戯33

8:35

8:37

8:38

8:39

8:40

B:41

8:43
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9:00

9:02

9:05

1

9:08

9:09

9:09

9810

9:11

9813

9:16

9817

9:17

9:18

9:19

9819

g:25

9:28

9:29

9830

9:32

』

I

1

1

↓

9:34

9834

9:35

9忽5

9:36

9:37

9839

9:39

9:40

9:41

9841

9:44

g:45

9:46

9851

9852

9:53

9856

9:57

9:57

9:58

9:59

10;01

10:02

10:03

10:04

10:05

10;07

丁｡？

10具00

10;02

10:05

』

10;08

10;09

10:09

10810

10:11

10313

10:16

10817

10817

fO:18

10:19

10:19

10:25

1

1

I

1

10:27

10:28

10:29

』

』

10:30

10230

10231

1α31

10週2

10:33

10:35

10:35

10:36

10:37

fO:37

10:40

10:41

10:42

10:47

10:48

10:49

10:52

10:53

10:53

10:54

10;55

10:57

10:58

10:59

11:00

11:01

11:03

T旬

11:35

11:37

11240

I

11:43

”:44

11:44

11:45

11:46

1f:48

11:51

11:52

11:52

11:53

11:54

11254

12:00

12:03

12804

12:05

12:07

1

1

』

』

』

12:09

12:09

12

12

12

12

12:14

12:14

12:15

12:16

12:16

12:19

12:20

12:21

12:26

12:27

12:28

12:31

12忽2

f2232

12:33

12:34

12:36

12:37

12:38
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12:40

12:42
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13:35

13237

13:40

1

13:43

13:44

13:44

13:45

13:46

13:48

13151

13:52

13:52

13:53

13154

13:54

14:00

1

』

』

』

14:02

14:03

14:04

』

1

14:05

14:05

14:06

14:06

14807

14:08

14:10

14:10

14:11

14:12

14812

14:15

14:16

14:17

14:22

14:23

14:24

14:27

14:28

14:28

14通9

14:30

14:38

1:32

躯33

$:34

1:35

1:36

丁珂

14:35

14:37

14:40

I

34:43

14:44

14:44

14:45

14:46

14:48

14:51

14:52

14:52

14:53

14:54

14:54

15:00

15:03

15:04

15:05

15:07

』

』
I

』

Ⅱ

15:09

15:09

15:10

15:10

15:11

15:12

15:14

15:14

15:15

15:16

15:16

15:19

15:20

15:21

15:26

15:27

15:28

15231

15332

i5g32

15:33

15:34

15:36

15837

65:38

15:39

15:40

15:42

T4

16:00

】6:02

16:05

16:08
Ｉ
今

』

』

』

』

16:13

16:16

16:17

16:17

16:18

16819

16:19

16:25

』

』

』

』

1a27

1住28

16:29

』

』

16:30

16:30

16:31

1631

16愚2

16:33

16235

1ぽ35

16:36

16:37

16:37

16:40

16:41

16:42

16:47

16:48

16:49

16:52

16:53

16254

16255

16:57

16:58

16259

17:00

17:01

17:02

17:04

丁ワ

17:00

17:02

17:05
I

17808

17:09

17809

17:10

17:11

17:13

17:16

17:17

17:17

17:18

17:19

17:19

17:25

』

1

I

』

17:27

17828

17:29

』

』

17830

17330

17:31

17:31

17:32

17:33

17:35

17:35

17:36

17:37

17:37

17:40

17:41

17:42

17847

17:48

17$49

17:52

17:53

17:53

17:54

17855

17:57

17858

17:59

18:00

18:01

18:03

T4

18:00

18:U2

18:05

18:08

I

1

I

I

I

18:13

18:16

18817

18:17

1B:18

18:19

18819

18:25

1

Ⅱ

1

1

18:27

18:28

18:29

I

1

18:30

18:30

18:31

18:31

18:32

18:33

18:35

18:35

18:36

18:37

18:37

18:40

18:41

18:42

18:47

18:4B

18:49

18852

18:53

18:54

18;55

18:57

18:58

18:59

19:00

19801

19:02

19:04



コミュニティバス南北連結ルート運行時間及び運行ルートの変更(案）
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コミュニティバス南北連結ルート運行ルートの変更(案）
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コミュニティバス(竜野駅～市民病院ルート)運行ルートの変更(案）
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【変更後】
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播磨科学公園都市定住自立圏圏域ﾊﾞｽダｲﾔ（案）
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播磨科学公園都市定住自立圏圏域バス運賃（案）

【1乗車につき200円】理由：たつの市ｺﾐパｽの運賃は現在100円であり上郡町へ区域を跨り､2区域を乗車するため。
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※定住自立圏の構成町である佐用町のｺミパス（現在300円)H29.4から200円に変更する予定。
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播磨科学公園都市定住自立圏圏域バス運行ルート(案）
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デマンド交通運行車両、運行システム、予約センタ
ー について

1 運行車両

仕様

日産キャラバン

すいすい送迎パック

2 運行システムハイブリッド方式

3 予約センタ

12月～

1月10日～

1月

2月

3月

4月3日～

ー

や

11月1日開設

オペレーター3人雇用

今後の主なスケジュールについて

デマンド交通利用登録証発行開始

新宮区域、御津区域でデマンド交御津区域でデマンド交通先行運行開始

コミュニティバス南北連結ルートを13便から19便に増便

コミュニティバス新宮ルート・御津ルートの廃止、変更

地域公共交通網形成計画案の作成

第3回ワーキンググループ会議開催

定住自立圏城バスの運行

地域公共交通網形成計画パブリックコメントの実施

第3回地域公共交通会議開催

地域公共交通網形成計画策定

全区域でデマンド交通本格運行開始

コミュニティバス南北連結ルート以外廃止
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参考資料

たつの市地域公共交通会議規約

（趣旨）

第1条この規約は、たつの市地域公共交通会議（以下「交通会議」という｡）の組

織、運営その他交通会議について必要な事項を定めるものとする。

（協議事項)．

第2条交通会議は、次に掲げる事項を協議する。

（1）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）

の規定に基づく持続可能な地域公共交通網の形成を図るために必要な事項

（2）道路運送法（昭和26年法律第183号）に基づく地域における需要に応

じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保及びその他旅客の利便性増

進並びに地域の事情に即した輸送サービスの実現を図るために必要な事項

（3）交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

（組織）

第3条交通会議は、委員25人をもって組織する。

2委員は、副市長及び別表に掲げる者のうちから市長が任命、又は委嘱する者。

（任期）

第4条委員の任期は､任命又は委嘱の日から2年とし､再任を妨げない｡ただし、

委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第5条交通会議に会長、副会長及び監事を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。

4監事は、第3条第2項に規定する委員のう'ちから会長が指名する。

5監事は、交通会議の会計監査を行い、その結果を交通会議において報告する。

（会議）

第6条交通会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が、その議長となる。

2交通会議を招集するときは、委員に対し、｜日時、場所、協議事項等を通知しな

ければならない。

3交通会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

4会長が必要と認めるときは、交通会議の招集を行わず、書面による協議に代え

ることができる。この場合において、会長は、決定事項を書面により速やかに委

員へ報告するものとする。

（意見の聴取）

第7条会長は、必要があると認めるときは､,委員以外の者を会議に出席させて意
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見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

（代理出席）

第8条やむを得ない理由により、交通会議に出席できない委員は、あらかじめ委

任状を提出し、又は会長の許可を得て代理人を出席させることができる。

（会議の公開）

第9条交通会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱い等につい

ては十分配慮し、必要に応じて非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

（守秘義務）

第10条交通会議の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らして

はならない。

（議決）

第11条交通会議の議決の方法は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の

ときは議長がこれを決する。

（協議結果の取扱い）

第12条交通会議において協議が調った事項について、関係者はその協議結果を

尊重しなければならない。

（ワーキンググループ）

第13条交通会議は、協議又は調査のため必要があると認めるときは、ワーキン

ググループを置くことができる。

2ワーキンググループは、第3条に規定する構成員その他交通会議が必要と認め

た者をワーキンググループ委員とすることができる。

3ワーキンググループは、必要に応じて、関係者の出席を求め、説明又は意見を

聴くことができる。

4ワーキンググループは、協議した事項について、交通会議へ報告するものとす

る。

（事務局）

第14条交通会議の業務を処理するため、事務局を置く。

2事務局はたつの市公共交通担当課に置く。

3事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めたものをもって充てる。

4事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（会計年度）

第15条交通会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わ

るものとする。

（資金）

第16条交通会議の運営に関する資金は、負担金、補助金その他の収入をもって

充てる。
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（予算）

第17条会長は、毎会計年度予算を調製し、交通会議の承認を得なければならな

い。

（決算）

第18条会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく決算を調製し、監事の監査に付さ

なければならない。

2会長は、第5条第5項の規定により当該監査の報告があった時は、当該監査に

付した決算について交通会議の承認を得なければならない。

（財務に関する事項）

第19条交通会議の出納その他の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（謝礼）

第20条交通会議は、委員が会議に出席したときは、謝礼を予算の範囲内で支給

することができる。

（交通会議が解散した場合の措置）

第21条交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打

ち切り、会長であった者がこれを清算する。｜

（補則）

第22条この規約に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会

長が交通会議に諮り定めるものとする。

附則

（施行期日）

1この規約は、平成27年10月28日から施行する。

（経過措置）

2最初に招集される会議は､第6条第1項の規定にかかわらず､市長が招集する。

（会計年度の特例）

3交通会議の設立された日の属する年度の会計年度については、第15条の規定

にかかわらず、設立された日から平成28年3月31日までとする。

f

－16－

、－．．－－－mﾛ寺塗＝－－．1､ざ



別表（第3条関係）

委員

市民団体又は市民の代表

交通事業者の職員

公益社団法人兵庫県バス協会の代表者又はその指名する者

一般社団法人兵庫県タクシー協会の代表者又はその指名する者

一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の

代表者又はその指名する者

国土交通省近畿運輸局神戸運輸監理部兵庫陸運部長又はその指名する者

国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所長又はその指名する者

兵庫県西播磨県民局龍野土木事務所長又はその指名する者

兵庫県たつの警察署長又はその指名する者

兵庫県の関係行政機関の職員

たつの市の関係機関の職員

その他交通会議の運営に必要と認める者
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